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はしがき

　所得税の納税者は、所得者すなわち支払を受ける受給者ですが、源泉徴
収制度においては、所得の支払者がその所得を支払う際に所得税額（平成
25年以降は復興特別所得税額を含みます。）を差し引いて国に納付するこ
ととされています。このため、所得の支払者である源泉徴収義務者は、そ
の者の責任において源泉徴収制度に関する事務を行うことになり、負担も
大きいものとなっていますが、同時に、所得者から所得税額を徴収すると
いう意味でも非常に重要な事務となっています。

　所得税の源泉徴収制度は、利子・配当・給与・退職等の各種所得、報
酬・料金、非居住者所得など広範囲に適用されていますが、従業員や役員
の給与・退職所得は多くの納税者にとって身近な所得であり、また、その
支払者にとっては頻繁に支払が生ずることから、源泉徴収事務の中でも給
与・退職所得に関する事務は大きな割合を占めています。

　本書は、このような給与・退職所得の源泉徴収事務を担当する方々のた
めに、給与・退職所得の源泉徴収に必要な法令・通達について一般的な解
説を行うとともに、国税庁の発遣した「個別通達」、国税庁又は国税局の
「事前照会に対する文書回答事例」、裁判所及び国税不服審判所の「判
決・裁決事例」のうち主要なものを掲載し、さらに実務上問題となる質疑
事例を「Ｑ＆Ａ」として数多く収録し、できるだけ分かり易く解説したも
のです。
　本書が給与・退職所得の源泉徴収の実務に携わる皆様にとって執務の参
考になれば幸いです。

　なお、本書は、法令出版発行の「源泉所得税相談事例集」の姉妹編とし
て平成25年及び令和元年に発刊され、今回、その後の改正等の見直し及び
事例の見直しを行い、令和５年版として刊行することとなりました。

　終わりに、本書の刊行の機会を与えていただいた法令出版㈱の鎌田順雄
氏をはじめ、執筆に当たり終始ご協力をいただいた同社の関係者に心から
敬意を表する次第です。

　令和５年９月

著 者　岡 本 勝 秀 
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凡　　例

１ 　解説及びＱ＆Ａ回答の末尾等に付した参照事項においては、次の略称
を使用しています。

　法   所得税法
　令   所得税法施行令
　規   所得税法施行規則
　措法   租税特別措置法
　措令   租税特別措置法施行令
　措規   租税特別措置法施行規則
　通則法  国税通則法
　通則法令  国税通則法施行令
　通則法規  国税通則法施行規則
　災免法   災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関

する法律
　災免法令   災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関

する法律に関する政令
　震災特例法   東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨

時特例に関する法律
　復興財確法   東日本大震災からの復興のための施策を実施する

ために必要な財源の確保に関する特別措置法
　基通   所得税基本通達
　法基通  法人税基本通達
　措通   租税特別措置法関係通達（所得税法編）
　平７課法８－１ 国税庁長官通達年度、通達番号等

２　本書の回答は、令和５年５月１日現在の法令、通達によっております。
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１　源泉徴収義務者
　 　源泉徴収義務者とは、所得税や復興特別所得税を源

泉徴収して国に納付する義務のある者をいいます。源
泉徴収の対象とされている所得の支払者は、それが会
社や協同組合である場合はもちろん、学校、官公庁で
あっても、また、個人や人格のない社団・財団であっ
ても、すべて源泉徴収義務者とされています（法６、
復興財確法８②）。

　 　ただし、常時２人以下の家事使用人のみに対して給
与の支払をする個人が支払う給与や退職手当、弁護士
報酬などの報酬・料金等については、所得税の源泉徴
収を要しないこととされています（法184、200、204
②二）。

２　給与所得に対する源泉所得税及び復興特別所得税の
納税地

　⑴　納税地
　　 　源泉所得税は、その納税地の所轄税務署に納付す

ることになります。この場合の納税地は、次の⑵に
対するものを除き、給与所得の支払事務を取り扱う
事務所や事業所等のその支払の日における所在地と
されています（法17）。

　　 　したがって、例えば、本店の使用人等に対する給
与の支払事務はその本店で取り扱い、支店の使用人
等に対する給与の支払事務はその支店で取り扱って
いるような場合には、その支払事務を取り扱ってい
る本店や支店の所在地が、それぞれその支払う給与
に対する源泉所得税の納税地であり、その納税地の
所轄税務署に源泉所得税を納付することになります。

　 　 　なお、その支払事務を取り扱う事務所や事業所等

問１－１（p.39）
問１－２（p.30）

参考１－１（p.25）
参考２－１（p.34）
参考２－２（p.35）

第１章　総　　論

　所得税は、所得者自身が、所得金額と税額を計算し自
主的に申告して納付する、いわゆる「申告納税制度」が
建前とされていますが、特定の所得については、その所
得の支払の際に支払者が所得税を徴収して納付する源泉
徴収制度が採用されています。
　この源泉徴収制度は、①給与や利子、配当、税理士報
酬などの所得を支払う者が、②その所得を支払う際に所
定の方法により所得税額を計算し、③その所得の支払金
額からその所得税額を差し引いて国に納付するというも
のです。
　また、復興特別所得税（後述「９」参照）においても、
平成25年１月１日から令和19年12月31日までの間に生じ
る所得のうち、所得税の源泉徴収の対象とされている所
得については、所得税を徴収する際に、復興特別所得税
を併せて徴収し、徴収した所得税と併せて納付する源泉
徴収制度が採用されています。
　この源泉徴収制度により徴収された所得税及び復興特
別所得税の額は、源泉分離課税とされる利子所得などを
除き、例えば、報酬・料金等に対する源泉徴収税額につ
いては確定申告により、また、給与に対する源泉徴収税
額については、通常は年末調整という手続を通じて、精
算される仕組みになっています。
　このうち、給与所得の源泉徴収に関して必要な専門用
語や手続について、最初に説明しておきます。
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設けたこと（例えば、法人の設立、支店や営業
所の開設等）。

　　　ロ 　支店、営業所等で新たに給与の支払事務を取
り扱うこととなったこと。

　　　　注 　個人が新たに事業を始めたり、事業を行うた

めの事務所などを設けたりした場合には、別に

「個人事業の開業等届出書」を所轄税務署長に

提出することになっていますので（法229）、

「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する

必要はありません（法230）。

　②�　「給与支払事務所等の移転（廃止）届出書」の
提出

　　　 　給与の支払者は、次に掲げる事実が生じた場合
には、その事実が生じた日から１か月以内に「給
与支払事務所等の移転（廃止）届出書」を、その
給与支払事務所等の所在地の所轄税務署長に提出
することとされています（法230、規99）。

　　　イ 　解散や廃業、休業、従業員全員の退職等によ
り給与の支払がなくなったこと。

　　　ロ 　支店や営業所等では給与の支払事務を取り扱
わなくなったこと。

　　　ハ 　給与の支払事務を取り扱う事務所等を移転し
たこと。

　　　　注 　給与の支払事務を取り扱う事務所等を移転し

た場合には、移転前の納税地の所轄税務署長に

この届出書を提出することになっています（規

99）。また、個人の事業者が事業を行う事務所

等を移転したり廃止した場合には、「個人事業

の廃業等届出書」を所轄税務署長に提出するこ

とになっていますので（法229）、「給与支払事

の移転があった場合には、移転前の支払に対する源
泉所得税の納税地は、移転の届出書に記載すべき移
転後の事務所等の所在地とされています（法17、令
55①）。

　 　 　また、源泉徴収に係る復興特別所得税の納税地は、
源泉所得税の納税地とされていますので、源泉徴収
した復興特別所得税はその納税地の所轄税務署に源
泉所得税と併せて納付することになります（復興財
確法11②）。

　⑵　納税地の特例
　　 　次に掲げる所得に対する源泉所得税の納税地は、

それぞれ次に掲げる所在地とされています（令55
②）。

　　① 　国外において支払われる国内源泉所得とされる
給与等……給与等の支払者の国内にある事務所等
の所在地

　　② 　役員に対する賞与でその支払確定後１年を経過
した日までに支払がないため、同日において支払
があったとみなされるもの……同日においてその
支払をするものとしたならば、その支払事務を取
り扱うと認められるその支払者の事務所等の所在
地

　⑶　納税地に関する届出
　①　「給与支払事務所等の開設届出書」の提出

　　　 　給与の支払者は、次に掲げる事実が生じた場合
には、その事実が生じた日から１か月以内に「給
与支払事務所等の開設届出書」を、その給与支払
事務所等の所在地の所轄税務署長に提出すること
とされています（法230、規99）。

　　　イ 　新たに給与の支払事務を取り扱う事務所等を
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や、土曜日に当たる場合には、その休日明けの日が
納付期限となります（通則法10②、通則令２②）。
この納付期限までに納付がない場合には、源泉徴収
義務者は延滞税や不納付加算税などを負担しなけれ
ばならないことになります（通則法60、67、68）。

　⑵　納期の特例
　　 　給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義

務者については、その納付手続を簡単にするために、
給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源
泉徴収をした所得税等を次のように年２回にまとめ
て納付する、納期の特例の制度が設けられています

（法216）。

源泉所得税等の区分 納付期限

１月から６月までに支払った所得
から源泉徴収をした所得税等の額

７月 10 日

７月から 12 月までに支払った所得
から源泉徴収をした所得税等の額

翌年１月 20 日

　　 　この納期の特例の適用を受けるためには、所轄税
務署長に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する
申請書」を提出してその承認を受けることが必要で
す（法217）。この承認申請書を提出した日の属する
月の翌月末日までに税務署長から承認又は却下の通
知がない場合には、その申請をした月の翌月末日に
おいて承認があったものとされ、その申請をした月
の翌月に支払った所得（翌々月の納付分）からこの
特例が適用されます（法216、217⑤）。

　　 　なお、この納期の特例の適用を受けるための申請
書は、いつでも提出することができます。

　　注１ 　納期の特例の対象は、次に掲げるものに限られ

務所等の移転（廃止）届出書」を提出する必要

はありません（法230）。

３　源泉徴収をする時期
　 　所得税及び復興特別所得税の源泉徴収をする時期は、

現実に源泉徴収の対象となる所得を支払う時です。
　 　したがって、これらの所得を支払うことが確定して

いても、現実に支払われなければ源泉徴収をする必要
はありません。

　注 　源泉徴収を行う際の「支払」とは、現実に金銭を交

付する行為のほか、元本に繰り入れ、又は預金口座に

振り替えるなどその支払の債務が消滅する一切の行為

とされています（基通181～223共－１）。

　　 　ただし、法人の役員に対する賞与について支払の確

定した日から１年を経過した日までにその支払がない

場合には、その１年を経過した日に源泉徴収をするこ

ととされています（法183②）。

４　源泉徴収をした所得税等の納付
　⑴　納付期限
　　 　源泉徴収義務者が源泉徴収をした所得税及び復興

特別所得税（「所得税等」といいます。）は、その源
泉徴収の対象となる所得を支払った月の翌月10日ま
でに納付しなければならないこととされています

（法181ほか）。
　　 　ただし、国内に事務所、事業所等を有する者が非

居住者に対し国外において国内源泉所得を支払った
場合に源泉徴収をした所得税等の納付期限は、その
支払った月の翌月末日とされます（法212②）。

　　 　なお、この納付期限の日が日曜、祝日などの休日

問１－３（p.40）

問１－５（p.41）



第１章　総　　論 ６　不納付加算税、延滞税

98

生じたものであるときは、還付請求書を提出して還付を
受けることに代え、「源泉所得税の誤納額充当届出書」
を提出して、その事務所等で以後納付することになる
給与に対する税額のうちから控除する方法により還付
する便法が認められています（基通181～223共－６）。

６　不納付加算税、延滞税
　 　源泉徴収義務者が、源泉所得税等を法定納期限まで

に納付しなかった場合には、本税のほかに次の不納付
加算税等及び延滞税が賦課されます。

　⑴　不納付加算税（通法67）
　　　納付税額×10％（又は５％）
　　　　＝不納付加算税の額（5,000円未満不徴収）
　　 　法定納期限後に自主的に納付した場合において、

調査があったことにより納税告知があるべきことを
予知してされたものでないときは、５％に軽減され
ます。

　　 　ただし、法定納期限までに納付しなかったことに
ついて正当な理由があると認められる場合には、課
税されません。

　⑵　重加算税（通法68③）
　　　納付税額×35％
　　　　＝重加算税の額（5,000円未満不徴収）
　　 　納税者が、事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は

仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づ
き源泉所得税等を法定納期限までに納付しなかった
ときは、不納付加算税に代え、本税の35％相当額の
重加算税が賦課されます。

　　注１ 　平成29年１月１日以後に法定納期限が到来する

ものにつき、過去５年以内に重加算税が課された

参考１－２（p.28）
問１－７（p.43）
問１－８（p.44）

参考１－３（p.30）
問１－９（p.45）

ます（法216）。

　　　　⑴ 　給与及び退職手当（非居住者に支払ったこれ

らのものを含みます。）について源泉徴収をし

た所得税等

　　　　⑵ 　弁護士（外国法事務弁護士を含みます。）、司

法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、

社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、

建築士等に支払った所得税法第204条第１項第

２号に掲げる報酬・料金について源泉徴収をし

た所得税等

　　　２ 　申請書の用紙は、税務署に用意してあるほか、

国税庁ホームページにも掲載されています。

　⑶　納付の手続
　　 　源泉徴収をした給与所得に対する所得税等は、「給

与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書（納付
書）（一般用及び納期特例用）」（略号○給）を添えて最
寄りの金融機関や所轄の税務署の窓口で納付します

（法220、規80、通則法34①、復興財確法28⑧）。
　　 　また、e-Taxを利用して納付することもできます。

５　誤納額の還付
　 　源泉徴収義務者が源泉所得税等として正当税額を超

えて納付した場合には、正当税額と納付税額との差額
は、その納付の日に生じた過誤納金として、納税地の
所轄税務署長から源泉徴収義務者に還付されることに
なっています。

　 　この場合、源泉徴収義務者がその過誤納金の還付を
受けるには「源泉所得税の誤納額還付請求書」を納税
地の所轄税務署長に提出する建前となっていますが、
その過誤納金が給与所得から徴収する所得税について

問１－６（p.42）
参考２－４（p.37）

問１－４（p.40）
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ととなり、下表①の割合が適用されます。
　　　　　② 　納期限の翌日から２か月を経過する日

の翌日以後については、年「14.6％」と
「延滞税特例基準割合（※１）（令和２年
前は特例基準割合（※２））＋7.3％」の
いずれか低い割合を適用することとなり、
下表②の割合が適用されます。

　　　　　　※１ 　延滞税特例基準割合とは、平均貸
付割合（前々年の９月から前年８月
までの各月における銀行の新規の短
期貸出約定平均金利の合計額を12で
除して得た割合として各年の前年11
月30日までに財務大臣が告示する割
合）に１％を加算した割合をいいま
す（措法94①）。

　　　　　　※２ 　特例基準割合とは、前々年の10月か
ら前年９月までの各月における銀行の
新規の短期貸出約定平均金利の合計
額を12で除して得た割合として各年の
前年12月15日までに財務大臣が告示す
る割合に１％を加算した割合をいいま
す（令２改正前の旧措法93②）。

期　　　　間
割　合

① ②
平成27年１月１日～平成28年12月31日 2.8％ 9.1％
平成29年１月１日～平成29年12月31日 2.7％ 9.0％
平成30年１月１日～令和２年12月31日 2.6％ 8.9％
令和３年１月１日～令和３年12月31日 2.5％ 8.8％
令和４年１月１日～令和５年12月31日 2.4％ 8.7％

者については、10％加算されます（通則法68④）。

　　２ 　令和４年１月１日以後、一定の要件に従ってス

キャナ保存が行われている国税関係書類に係る電磁

的記録若しくはその要件に従ってスキャナ保存が行

われていない国税関係書類に係る電磁的記録又は保

存義務者により行われた電子取引の取引情報に係る

電磁的記録に記録された事項に関し納税の告知又は

納税の告知を受けることなくされた納付があった場

合の重加算税の額については、通常課される重加算

税の金額に、その重加算税の基礎となるべき税額

（その電磁的記録に記録された事項に係る事実に基

づく本税額に限ります。）の10％に相当する金額を

加算した金額とされます（令和４年１月１日以後の

電子帳簿保存法８⑤）。

　⑶　延滞税（通法60）
　 　 　未納税額（本税の額）×期間（日数）×令和５年

は年利2.4％（２か月経過後8.7％）
　　　＝延滞税の額（1,000 円未満不徴収）
　　　注１ 　本税の額に10,000円未満の端数があるとき、

又はその税額の全額が10,000円未満であるとき

は、その端数又はその全額を切り捨てます。

　　　　２ 　「期間」は、法定納期内の翌日から納付する

日までの日数です。

　　　　３ 　平成27年以後の延滞税の割合は、次のとおり

です。

　　　　　① 　納期限までの期間及び納期限の翌日から
２月を経過する日までの期間については、
年「7.3％」と「延滞税特例基準割合（※
１）（令和２年前は特例基準割合（※２））
＋１％」のいずれか低い割合を適用するこ
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払調書を提出する場合において、その種類ごとに、

その年の前々年に提出すべきであった源泉徴収票

や支払調書の枚数が100枚以上であるものについ

ては、e-Tax又は光ディスク等により提出しなけ

ればなりません（法228の４①）。

　②　提出不要限度額
　　　 　その支払う給与が、次のいずれかに該当する給

与である場合には、①にかかわらず、その給与に
ついての源泉徴収票を税務署長に提出する必要は
ありません（規93②）。

　　　イ 　法人の役員（相談役、顧問その他これらに類
する人を含みます。）に支払う給与で、年末調
整をしたその年分の給与の金額が150万円以下
のもの

　　　ロ 　弁護士、公認会計士、税理士、弁理士など
（所得税法第204条第１項第２号に規定する人）
に支払う給与で、年末調整をしたその年分の給
与の金額が250万円以下のもの

　　　ハ 　イ及びロ以外の給与で年末調整をしたその年
分の給与の金額が500万円以下のもの

　　　ニ 　「給与所得者の扶養控除申告書」を提出した
人に支払う給与で、年末調整をしなかったその
年分の給与の金額が250万円以下のもの（役員
の場合には、50万円以下のもの）

　　　ホ 　「給与所得者の扶養控除申告書」を提出しな
い人に支払う給与で、その年分の給与の金額が
50万円以下のもの

　③　非居住者の給与所得等の支払調書
　　　 　非居住者に給与や報酬などを支払う者は、その

支払を受ける者ごとにその支払金額や源泉徴収税

７　源泉徴収票の提出
　⑴　給与所得の源泉徴収票
　①　給与所得の源泉徴収票の提出

　　　 　居住者に対して給与の支払をする者は、年末調
整終了後に各受給者について、その年の１月から
12月までの間に支払の確定した給与の金額や源泉
徴収税額などを記載した「給与所得の源泉徴収
票」を２部作成し、そのうち１部を合計票に添付
して翌年１月31日まで（年の中途で退職した受給
者については、退職後１か月以内）に税務署長に
提出し、他の１部を受給者に交付しなければなり
ません（法226①、規93①）。

　　　 　なお、年の中途で退職した受給者の源泉徴収票
については、その他の受給者分と併せて退職の年
の翌年１月31日までに税務署長に提出することと
して差し支えありません。

　　　 　また、給与の支払をする者が税務署長に提出す
る「給与所得の源泉徴収票」には、受給者、控除
対象配偶者（年末調整の適用を受けていない者に
ついては、源泉控除対象配偶者）、特別控除対象
配偶者、控除対象扶養親族及び給与の支払をする
者の個人番号又は法人番号を記載する必要があり
ます。

　　　 　ただし、受給者に交付する「給与所得の源泉徴
収票」については、受給者等の個人番号又は法人
番号を記載しないこととされています。

　　　注 　源泉徴収票及び支払調書は、書面による提出の

ほかe-Taxによる提出や光ディスク等による提出

もできます。

 　　　　 　なお、平成26年１月１日以後、源泉徴収票や支

問１－10（p.46）
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　①　災免法の適用
　　　 　給与等の支払を受ける人が震災、風水害、落雷、

火災等の災害により大きな被害を受けたときは、
「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に
関する法律」（「災免法」といいます。）によって、
源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予や還付
を受けることができます。

　　　イ 　災害による住宅又は家財の損害額がその住宅
又は家財の価額の50％以上で、かつ、その年分
の合計所得金額の見積額が1,000万円以下であ
る場合

　　　　 　この場合の取扱いは次のとおりです（災免法
３②③、災免令３の２）。

　　　　 　なお、「所得税額」には、復興特別所得税の
額を含みます（復興財確法33①）。

その年分の合計所得
金額の見積額等 徴収猶予される金額 還付される金額

500 万円以下

災害のあった日か
ら そ の 年 の 12 月
31 日までの間に支
払を受ける給与に
つき源泉徴収をさ
れる所得税額

その年１月１日か
ら災害のあった日
までの間に支払を
受けた給与につき
源泉徴収をされた
所得税額

500 万円
を 超 え
750 万円
以 下 の
場 合

⑴ 　６月30日
以前に災害
を受けた場
合

災害のあった日から
６か月を経過する日
の前日までの間に支
払を受ける給与につ
き源泉徴収をされる
所得税額

なし

⑵ 　７月１日
以後に災害
を受けた場
合

災害のあった日か
ら そ の 年 の 12 月
31 日までの間に支
払を受ける給与に

７月１日から災害
のあった日までの
間に支払を受けた
給与につき源泉徴

つき源泉徴収をさ
れる所得税額

収をされた所得税
額

額などを記載した「支払調書」を作成し、翌年１
月31日までに合計表とともに税務署長に提出しな
ければなりません（法225①、規89）。

　　　 　ただし、その年中の支払金額が50万円以下であ
る場合には、提出する必要はありません（規89
④）。

　⑵　退職所得の源泉徴収票
　　 　居住者に対して退職手当等の支払をする者は、各

受給者について支払の確定した退職手当等の金額や
源泉徴収税額などを記載した「退職所得の源泉徴収
票」を２部作成し、そのうち１部を合計表とともに
退職後１か月以内に税務署長に提出し、他の１部を
受給者に交付しなければなりません（法226②、規
94①）。この場合、その年中の源泉徴収票を取りま
とめて、翌年１月31日までに提出することとしても
差し支えありません。

　　 　ただし、法人の役員（相談役、顧問その他これら
に類する人を含みます。）以外の人に支払う退職所
得については、上記にかかわらず、源泉徴収票を税
務署長に提出する必要はありません（規94②）。

　　 　なお、退職手当等の支払をする者が税務署長に提
出する「退職所得の源泉徴収票」には、退職手当等
の受給者及び退職手当等の支払をする者の個人番号
又は法人番号を記載する必要があります。

　　 　ただし、受給者に交付する「退職所得の源泉徴収
票」については、受給者等の個人番号又は法人番号
を記載しないこととされています。

８　災害被災者に対する救済
　⑴　給与所得者が被害を受けた場合
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①）。
　　　　注 　配偶者控除額等の見積額とは、障害者控除の

額、寡婦控除の額、ひとり親控除の額、勤労学

生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除

の額、扶養控除の額及び基礎控除の額の見積額

の合計額をいいます。

　②　雑損控除の適用
　　　 　上記①の災免法による徴収猶予又は還付を受け

ていても、雑損控除を受ける方が有利なときは、
確定申告の際に、雑損控除の適用を受付ることが
できます（法72）。

　⑵　源泉徴収義務者が被害を受けた場合
　①　納税の猶予

　　　 　災害により、源泉徴収義務者がその財産につき
相当な損失を受けた場合において、その者がその
損失を受けた日以後１年以内に納付すべき源泉所
得税及び復興特別所得税で次のいずれにも該当す
るものについては、その災害のやんだ日から２か
月以内に申請を行うことにより、所轄税務署長は、
納期限（納税の告知がされていないものについて
は、その法定納期限）から１年以内の期間に限り、
源泉所得税の全部又は一部の納税を猶予すること
ができます（通則法46①）。

　　　イ 　災害のやんだ日の属する月の末日以前に納税
義務の成立するもの

　　　ロ 　納期限（納税の告知がされていない源泉所得
税及び復興特別所得税については、その法定納
期限）がその損失を受けた日以後に到来するも
の

　　　ハ 　申請の日以前に納付すべき税額の確定したも

⑶ 　⑴又は⑵
に代えてこ
の項による
ことを選択
した場合

災害のあった日か
ら そ の 年 の 12 月
31 日までの間に支
払を受ける給与に
つき源泉徴収をさ
れる所得税額の２
分の１

その年１月１日から
災害のあった日ま
での間に支払を受
けた給与につき源
泉徴収をされた所
得税額の２分の１

750 万 円
を 超 え
1,000万円
以 下 の
場 合

⑴ 　９月 30 日
以前に災害
を受けた場
合

災害のあった日か
ら３か月を経過す
る日の前日までの
間に支払を受ける
給与につき源泉徴
収をされる所得税
額

なし

⑵ 　10 月１日
以後に災害
を受けた場
合

その年の 12 月 31
日までの間に支払
を受ける給与につ
き源泉徴収をされ
る所得税額

なし

注 「500万円を超え750万円以下の場合」の⑴及び「750万
円を超え1,000万円以下の場合」の⑴の徴収猶予期間は、
延長される場合があります（災免令３の２⑥）。

　　　ロ 　災害による雑損失の金額の見積額又は繰越雑
損失の金額がある場合

　　　　 　被災者の申請に基づき災害のあった年又はそ
の翌年以後３年以内の各年において、税務署長
が承認した徴収猶予開始日以後その年12月31日
までの間に支払を受けるべき給与の収入金額

（見積給与額）のうち、雑損失の金額の見積額
又は繰越雑損失の金額、見積給与額に応ずる給
与所得控除額及び配偶者控除額等の見積額並び
に所得金額調整控除額の見積額の合計額（徴収
猶予限度額）に達するまでの金額について源泉
所得税及び復興特別所得税の徴収が猶予されま
す（災免法３⑤、災免令９、10、復興財確法33
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り、復興特別所得税を併せて源泉徴収しなければなり
ません（復興財確法28）。

　⑴　源泉徴収義務者
　　 　復興特別所得税は、所得税の源泉徴収義務者が所

得税と併せて源泉徴収することとなりますので、所
得税の源泉徴収義務者が復興特別所得税の源泉徴収
義務者となります。

　⑵　源泉徴収の対象となる支払
　　 　所得税法及び租税特別措置法の規定により所得税

を源泉徴収することとされている支払については、
復興特別所得税の源泉徴収の対象となります。

　　 　したがって、給与所得や退職所得について所得税
を徴収して納付する際に、併せて復興特別所得税を
源泉徴収することとされています（復興財確法28
①）。

　　注 　租税条約の規定により、所得税法及び租税特別措

置法に規定する税率以下の限度税率が適用される場

合には、復興特別所得税は課されません（復興財確

法33③）。

　⑶　源泉徴収すべき復興特別所得税
　　 　復興特別所得税（2.1％）の源泉徴収は、所得税

の源泉徴収の際に併せて行うこととされているため、
源泉徴収の対象となる支払金額等に対して所得税と
復興特別所得税の合計税率（102.1％）を乗じて計
算した金額を源泉徴収します。

　　 支払金額等×合計税率（所得税率× 102.1％）
　　　＝源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額
　　　注 　算出した所得税及び復興特別所得税の額に１円

未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨

の
　②　災害等による期限の延長

　　　 　災害その他やむを得ない理由により、国税に関
する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他
書類の提出、納付などがその期限までにできない
と認められるときは、災害等の理由のやんだ日か
ら２か月以内の範囲で、その期限が延長されます。
これには、地域指定、対象者指定及び個別指定に
よる場合があります（通則法11、通則令３）。

　　　イ　地域指定
　　　　 　災害による被害が広い地域に及ぶ場合、国税

庁長官が延長する期日と地域を定めて告示しま
すので、その告示の期日までに申告、納付など
をすればよいことになります。

　　　ロ　対象者指定
　　　　 　国税庁が運用するシステムが、期限間際に使

用不能であることなどにより、システムを利用
して申告、納付などをすることができない人が
多数に上ると認められる場合には、国税庁長官
が延長する対象者の範囲と期日を定めて告示し
ますので、その告示の期日までに申告、納付な
どをすればよいことになります。

　　　ハ　個別指定
　　　　 　所轄税務署長に対し、申告、納付などの期限

の延長を申請し、その承認を受けることになり
ます。

９　復興特別所得税の源泉徴収
　 　平成25年１月１日から令和19年12月31日までの間に

生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、次によ
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　　 　なお、これらの人は、令和６年２月16日から３月
15日までの間に各人の納税地（通常は住所地）の所
轄税務署長に確定申告書を提出する必要があります。

　　① 　令和５年中の給与の収入金額が2,000万円を超
える人

　　② 　１か所から給与を受ける給与所得者で、かつ、
その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合にお
いて、給与所得及び退職所得以外の所得（地代、
家賃、原稿料など）の合計額が20万円を超える人

　　③ 　２か所以上から給与を受ける給与所得者で、か
つ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合
において、年末調整を受けた主たる給与以外の従
たる給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外
の所得（地代、家賃、原稿料など）との合計額が
20万円を超える人

　　　 　ただし、２か所以上から給与を受ける人であっ
ても、その給与の合計額（その人が社会保険料控
除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、
地震保険料控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり
親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別
控除又は扶養控除を受ける場合には、その給与の
合計額からこれらの控除の額を差し引いた金額）
が150万円以下である人で、しかも、給与所得及
び退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の人
は、確定申告をする必要はありません。

　　④ 　常時２人以下の家事使用人のみを雇用している
人に雇われている人や在日の外国大公使館に勤務
している人などのように、給与の支払を受ける際
に所得税の源泉徴収をされない人

　　⑤ 　同族会社の役員やこれらの役員と親族関係など

てます。

　　　　 　なお、平成25年１月１日以降に復興特別所得税

を併せて源泉徴収する際に使用する「源泉徴収税

額表」は、復興特別所得税を含んだ税額表に変更

されています。

10　給与所得者の確定申告
　⑴　給与所得者が確定申告を必要とする場合
　　 　給与所得者については、原則として給与の支払者

の下で年末調整が行われ、これによって、その年に
源泉徴収された税額と納付すべき年税額との過不足
額が精算されるので、年末調整による税額が確定税
額となり、また、退職手当などは、他の所得と分離
して課税されるので、原則として源泉徴収税額がそ
のまま確定税額となりますから、ほとんどの人は確
定申告をする必要はないことになります。

　　 　しかし、給与所得者のうちには、給与所得のほか
に他の所得があったり、また、給与の年収が2,000
万円を超える給与所得者については年末調整が行わ
れないなどの理由で、確定申告をしなければならな
い人があります。

　　 　令和５年分の所得について確定申告をしなければ
ならない人は、次のいずれかに該当する人で、令和
元年中の各種の所得金額の合計額から配偶者控除、
配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除その他の所得
控除を差し引き、その金額を基として算出した税額
が、配当控除額及び年末調整の際に給与の税額から
控除を受けた（特定増改築等）住宅取得等特別控除
額の合計額よりも多い人です（法120、121、令262
の２、措法41の２の２⑦、措令４の２⑥、25の８⑫）。
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　　② 　災害により住宅や家財についてその価額の50％
以上の損害を受けた人で、災免法の規定による所
得税の軽減又は免除が受けられる人

　　③ 　災害、盗難又は横領により、住宅や家財につい
て損失（災害関連支出を含みます。）を受けた人
で、その損失額が一定の金額を超えるため、雑損
控除が受けられる人（②の軽減や免除を受ける人
は、その災害による損失額についてはこの雑損控
除は受けられません。）

　　④ 　支払った医療費が、10万円か所得金額の５％相
当額かのいずれか低い金額を超えるため、医療費
控除が受けられる人

　　⑤ 　国や特定公益増進法人等に対して支払った寄附
金、都道府県・市区町村に対する寄附金（ふるさ
と納税）、認定特定非営利活動法人等の行う一定
の特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金、
特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した
金額又は特定の政治献金が2,000円を超えるため、
寄附金控除が受けられる人

　　⑥ 　少額所得者などで、配当所得があるため配当控
除が受けられる人

　　⑦ 　外国で所得税に相当する税を納めた人又は集団
投資信託の収益の分配等の支払を受けた場合で一
定の要件を満たす人で、所得税法の規定による外
国税額控除又は分配時調整外国税相当額控除が受
けられる人

　　⑧ 　住宅の取得等をしたため、（特定増改築等）住
宅借入金等特別控除が受けられる人や、（特定増
改築等）住宅借入金等特別控除の適用が２年目以
降となる人で年末調整の際にその控除を受けてい

問１－11（p.47）
～　

問１－13（p.48）
参考２－３（p.36）

にある人で、その会社から給与のほかに貸付金の
利子、不動産の賃貸料、機械器具の使用料等の支
払を受けている人

　　⑥ 　災害により被害を受け、災免法の規定による徴
収猶予又は還付を受けている人

　⑵　退職所得がある人の場合
　　 　退職所得については、「退職所得の受給に関する

申告書」を提出した場合、一般的に、所得税及び復
興特別所得税の課税は退職金の支払の際に、支払者
が所得税及び復興特別所得税を徴収する源泉徴収だ
けで済まされます。

　　 　外国企業から受け取った退職金などで、源泉徴収
されないものについては、申告をする必要がありま
す。

　　 　なお、医療費控除や寄附金控除の適用を受けるな
どの理由で確定申告書を提出する場合は、確定申告
書に退職所得の金額を記載する必要があります。

　⑶�　給与所得者で確定申告をすれば源泉徴収税額が還
付される場合

　　 　給与や退職手当などについては、その源泉徴収の
段階では雑損控除や医療費控除などの所得控除は受
けられないことになっているため、これらの控除は
翌年に確定申告によって受けることになりますが、
確定申告によってその控除を受けた場合には、結果
として、既に源泉徴収された税額の全部又は一部が
還付されることになります。

　　 　給与所得者で、確定申告をすれば源泉徴収税額の
還付が受けられるのは、次のような人です。

　　① 　年の中途で退職して年末調整をされなかった人
で、源泉徴収された税額が過納となる人
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ない人
　　⑨ 　退職所得の支払を受けるときに「退職所得の受

給に関する申告書」を提出しなかったため、20％
（復興特別所得税を含めると20.42％）の税率で源
泉徴収され、その税額が退職所得控除額等を適用
して求めた税額を超えている人

　　⑩ 　政党等に対して政治活動に関する一定の寄附を
したことにより政党等寄附金特別控除が受けられ
る人

　　⑪ 　認定特定非営利活動法人等に対する一定の寄附
金又は一定の公益社団法人等に対する寄附金が
2,000円を超えるため、所得税額の特別控除が受
けられる人

　　⑫ 　一定の耐震改修を行った人で、住宅耐震改修特
別控除が受けられる人

　　⑬ 　一定の特定改修工事を行った人で、住宅特定改
修特別税額控除が受けられる人及び一定の認定住
宅の新築等を行った人で、認定住宅新築等特別税
額控除が受けられる人

　　⑭ 　特定支出の額の合計額が給与所得控除額の２分
の１相当額を超えるため、給与所得者の特定支出
控除の特例の適用が受けられる人

　　⑮ 　健康の保持増進及び疾病の予防のために健康診
断等を受け、かつ、一定の医薬品（スイッチOTC
医薬品）に係る購入費の合計額が１万2,000円を超
えた場合に、租税特別措置法の規定による医療費
控除の特例が受けられる人

（参考１）個別通達

１－１�　大工、左官等の建設労働者に支払う給与に対する源泉所得税の取
扱いについて

　（昭 47. 2. 5 直法５－６、直所４－６）

　標題のことについて、○○○○組合○○委員長から別紙１のような照会
があり、これに対し、直税部長名をもって別紙２のように回答するととも
に、別紙３により○○協会会長あてに通知したから了知されたい。

別紙１

昭和 47 年１月 21 日
国税庁直税部長　殿

○○○○組合○○委員長

大工、左官等の建設労働者にかかわる源泉徴収についての照会

　大工、左官等の建設労働者については、その雇用関係が必ずしも明確で
ないところから、これらの労働者に関わる源泉徴収の取扱いについて、円
滑さを欠くきらいがありますので、下記の諸点についてお伺いします。

記

１ 　大工、左官等の建設労働者が、一定のグループをくんで手間受（出来
高払制）の形態で仕事をし、その手間賃を統括者（責任者）が一括して
代理受領する場合がしばしばあります。この場合の源泉徴収義務者は、
そのグループを雇用した建設業者であり、そのグループの統括者（責任
者）ではないとして理解してよろしいか。
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２ 　見習工を雇用している親方又は一人親方が、その見習工ともども建設
業者に雇用された場合、その給与が一括して親方に支払われた場合で
あっても、その給与に対する源泉徴収義務者は、当該建設業者であると
理解してよろしいか。

３ 　大工、左官等の建設労働者又は１人親方が、ときとして小工事を請負
い短期間他の建設労働者を雇用し給与等を支払う場合があります。この
場合、これらの建設労働者、一人親方の常態は、業者として常時人を雇
用して業務を継続するものではないので、給与支払い事務所開廃届等は
手続きとして繁雑にわたるので、これを省略してよろしいか。

４ 　大工、左官等の源泉徴収を行う場合の源泉徴収税額表の適用区分につ
いては、その判定される時において明らかに８カ月をこえて雇用される
ことが予定されている場合を除き、その者が同一事業主に継続して８カ
月を超えて雇用されたかどうかによって判定してさしつかえないでしょ
うか。

以上

別紙２

直法５－４
昭和 47 年２月５日

○○○○組合○○委員長　殿
国税庁直税部長

大工、左官等の建設労働者にかかる源泉徴収について（昭和47年１月21日
付照会に対する回答）

　標題のことについては、お申し越しのとおり解してさしつかえありませ

ん。
　ただし、３の場合には、その源泉徴収税額の有無にかかわらず、所得税
徴収高計算書を所轄税務署に提出する必要があります。

別紙３

直法５－５
昭和 47 年２月５日

○○○○協会会長　殿
国税庁直税部長

大工、左官等の建設労働者に支払う給与に対する源泉所得税の取扱いについ
て

　標題のことについて、○○○○組合○○委員長から別紙１のような照会
があり、これに対し直税部長名をもって別紙２のように回答しましたから、
よろしくお取り計らい願います。
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１－２�　源泉所得税及び復興特別所得税の不納付加算税の取扱いについて
（事務運営指針）

　（平12.7.3 直法７－９ほか、最終改正 平29.11.28 課法10－18ほか）

　標題のことについて、国税通則法（以下「通則法」という。）第67条の
規定の適用に関し留意すべき事項等を下記のとおり定めたから、今後処理
するものからこれにより取り扱われたい。

（趣旨 ）源泉所得税及び復興特別所得税の不納付加算税の徴収に関する取
扱基準の整備等を図ったものである。

記

第１　不納付加算税の取扱い

（源泉所得税及び復興特別所得税を法定納期限までに納付しなかったことに
ついて正当な理由があると認められる場合）
１�　通則法第67条の規定の適用に当たり、例えば、源泉徴収義務者の責め

に帰すべき事由のない次のような場合は、同条第１項ただし書きに規定
する正当な理由があると認められる場合として取り扱う。

　⑴ 　税法の解釈に関し、給与等の支払後取扱いが公表されたため、その
公表された取扱いと源泉徴収義務者の解釈とが異なることとなった場
合において、その源泉徴収義務者の解釈について相当の理由があると
認められるとき。

　　（注 ）税法の不知若しくは誤解又は事実誤認に基づくものはこれに当
たらない。

　⑵ 　給与所得者の扶養控除等申告書、給与所得者の配偶者控除等申告書
又は給与所得者の保険料控除申告書等に基づいてした控除が過大で
あった等の場合において、これらの申告書に基づき控除したことにつ
き源泉徴収義務者の責めに帰すべき事由があると認められないとき。

　⑶ 　最寄りの収納機関が遠隔地であるため、源泉徴収義務者が収納機関
以外の金融機関に税金の納付を委託した場合において、その委託が通
常であれば法定納期限内に納付されるに足る時日の余裕をもってされ
ているにもかかわらず、委託を受けた金融機関の事務処理誤り等によ
り、収納機関への納付が法定納期限後となったことが、当該金融機関
の証明書等により証明されたとき。

　⑷ 　災害、交通・通信の途絶その他法定納期限内に納付しなかったこと
について真にやむを得ない事由があると認められるとき。

（納付が、告知があるべきことを予知してされたものである場合）
２�　通則法第67条第２項の規定を適用する場合において、その源泉徴収義

務者に対する臨場調査、その源泉徴収義務者の取引先に対する反面調査
等、当該源泉徴収義務者が調査のあったことを了知したと認められる後
に自主納付された場合の当該自主納付は、原則として、同項に規定する
「告知があるべきことを予知してされたもの」に該当する。

　（注 ）次に掲げる場合は、原則として「告知があるべきことを予知して
されたもの」には該当しない。

　　　１　臨場のための日時の連絡を行った段階で自主納付された場合
　　　２ 　納付確認（臨場によるものを除く。）を行った結果、自主納付

された場合
　　　３ 　説明会等により一般的な説明を行った結果、自主納付された場

合

（法定納期限の属する月の前月の末日から起算して一年前の日）
３�　通則法施行令第27条の２第２項に規定する「法定納期限の属する月の

前月の末日から起算して一年前の日」とは、当該「前月の末日」の1年
前の応当日をいうのであるから、例えば、「前月の末日」が６月30日で
ある場合には、「一年前の日」は前年の６月30日となる。
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第２　不納付加算税の計算

（不納付加算税の計算の基礎となる税額の計算方法）
４�　不納付加算税の計算の基礎となる税額は、所得の種類（給与所得、退

職所得、報酬・料金等の所得、公的年金等所得、利子所得等、配当所得、
非居住者等所得、定期積金の給付補塡金等、上場株式等の譲渡所得等、
償還差益等及び割引債の償還金等の区分による。）ごとに、かつ、法定
納期限の異なるごとの税額によることに留意する。

　（注 ）通則法第119条第４項《国税の確定金額の端数計算等》の規定によ
り加算税の金額が５千円未満であるときは、その全額を切り捨てる
こととされているが、この場合、加算税の金額が５千円未満である
かどうかは、所得の種類ごとに、かつ、法定納期限の異なるごとに
判定することに留意する。

（重加算税について少額不徴収に該当する場合の不納付加算税の計算）
５�　通則法第119条第４項の規定により重加算税を徴収しない場合には、

その徴収しない部分に対応する税額は、不納付加算税対象税額に含まれ
ないのであるから留意する。

１－３�　源泉所得税及び復興特別所得税の重加算税の取扱いについて（事
務運営指針）

　（平12.7.3 直法７－８ほか、最終改正 平29.11.28 課法10－18ほか）

　標題のことについて、国税通則法（以下「通則法」という。）第68条第
３項又は第４項の規定の適用に関し留意すべき事項等を下記のとおり定め
たから、今後処理するものからこれにより取り扱われたい。

（趣旨 ）源泉所得税の重加算税の徴収に関する取扱基準の整備等を図った

ものである。

記
第１　徴収基準

（隠蔽又は仮装に該当する場合）
１�　通則法第68条第３項に規定する「事実の全部又は一部を隠蔽し、又は

仮装し」とは、例えば、次に掲げるような事実（以下「不正事実」とい
う。）がある場合をいう。

　⑴　いわゆる二重帳簿を作成していること。
　⑵　帳簿書類を破棄又は隠匿していること。
　⑶ 　帳簿書類の改ざん（偽造及び変造を含む。）、帳簿書類への虚偽記載、

相手方との通謀による虚偽の証ひょう書類の作成、帳簿書類の意図的
な集計違算その他の方法により仮装の経理を行っていること。

　⑷ 　帳簿書類の作成又は帳簿書類への記録をせず、源泉徴収の対象とな
る支払事実の全部又は一部を隠ぺいしていること。

（帳簿書類の範囲）
２�　「１」の帳簿書類とは、源泉所得税及び復興特別所得税の徴収又は納

付に関する一切のものをいうのであるから、会計帳簿、原始記録、証
ひょう書類その他会計に関する帳簿書類のほか、次に掲げるような帳簿
書類を含むことに留意する。

　⑴ 　給与所得及び退職所得に対する源泉徴収簿その他源泉所得税及び復
興特別所得税の徴収に関する備付帳簿

　⑵ 　株主総会・取締役会等の議事録、報酬・料金等に係る契約書、給与
等の支給規則、出勤簿、出張・超過勤務・宿日直等の命令簿又は事績
簿、社会保険事務所、労働基準監督署又は地方公共団体等の官公署に
対する申請又は届出等に関する書類その他の帳簿書類のうち、源泉所
得税及び復興特別所得税の税額計算の基礎資料となるもの

　⑶ 　支払調書、源泉徴収票、給与支払事務所等の開設届出書、給与所得
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又は退職所得の支払明細書その他源泉徴収義務者が法令の規定に基づ
いて作成し、かつ、交付し又は提出する書類

　⑷ 　給与所得者の扶養控除等申告書、給与所得者の配偶者控除等申告書、
給与所得者の保険料控除申告書、退職所得の受給に関する申告書、非
課税貯蓄申告書、非課税貯蓄申込書、配当所得の源泉分離課税の選択
申告書、年末調整による過納額還付請求書、租税条約に関する届出書
その他源泉所得税及び復興特別所得税を徴収される者が法令の規定に
基づいて提出し又は提示する書類

（源泉徴収義務者が直接不正に関与していない場合の取扱い）
３�　不正事実は、源泉徴収義務者に係るものに限られるのであるから、例

えば、源泉所得税及び復興特別所得税を徴収される者に係る不正の事実
で、源泉徴収義務者が直接関与していないものは、不正事実に該当しな
いことに留意する。

（認定賞与等に対する重加算税の取扱い）
４�　源泉所得税及び復興特別所得税が法定納期限までに完納されなかった

ことが不正事実に基づいている限り、重加算税の対象となる。
　 　ただし、法人税について重加算税が賦課される場合において、法人税

の所得金額の計算上損金の額に算入されない役員又は使用人の賞与、報
酬、給与若しくは退職給与と認められるもの又は配当等として支出した
と認められるもの（以下「認定賞与等」という。）の金額が当該重加算
税の計算の基礎とされているときは、原則として、当該基礎とされてい
る認定賞与等の金額のうち、当該重加算税の対象とされる所得の金額に
達するまでの認定賞与等の金額については、源泉所得税及び復興特別所
得税の重加算税の対象として取り扱わない。

　（注 ）当該認定賞与等の金額のうち、法人税の重加算税の対象とされる
所得の金額に達するまでの金額は、事業年度首から順に成っている
ものとして取り扱う。

第２　重加算税を課す場合の留意事項

（通則法第68条第４項の規定の適用に当たっての留意事項）
５　通則法第68条第４項の規定の適用に当たっては、次の点に留意する。
　⑴ 　通則法第119条第４項の規定により重加算税の全額が切り捨てられ

た場合には、通則法第68条第４項に規定する「無申告加算税等を課さ
れ、又は徴収されたことがあるとき」に該当しない。

　⑵ 　源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税とそれ以外の所得税及び
復興特別所得税は同一税目として取り扱わない。

第３　重加算税の計算

（重加算税額算出の基礎となるべき源泉所得税及び復興特別所得税の税額
の計算）
６�　源泉所得税及び復興特別所得税が納付漏れとなった給与等又は退職手

当等の金額のうちに、不正事実に係るものとその他のものとがある場合
には、重加算税の基礎となる税額は、当該不正事実に係るものをその他
のものに上積みして計算した場合の当該不正事実に係るものに対応する
増差税額によることに留意する。
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（参考２）　判決事例

２－１　平成23年１月14日　最高裁第２小法廷判決
　（平成 20 年（行ツ）第 236 号、平成 20 年（行ヒ）第 272 号事件）

　破産管財人は、破産宣告前の雇用関係に基づく退職手当等の支払に関し、
「支払をする者」には含まれず源泉徴収の義務を負わないとした事例

（要旨）
１ 　本件は、破産管財人である上告人（弁護士）が、破産法の下におい

て、破産管財人の報酬の支払をし、破産債権である元従業員らの退職金
の債権に対する配当をしたところ、所轄税務署長から、上記支払には所
得税法204条１項２号の規定が、上記配当には同法199条の規定がそれぞ
れ適用されることを前提として、源泉所得税の納税の告知及び不納付加
算税の賦課決定を受けたことから、上告人において、主位的に、上告人
の被上告人に対する上記源泉所得税及び不納付加算税の納税義務が存在
しないことの確認を求めるとともに、予備的に、被上告人の上告人に対
する上記源泉所得税及び不納付加算税の債権が財団債権でないことの確
認を求めている事案である。

２ 　弁護士である破産管財人は、その報酬につき、所得税法204条１項に
いう「支払をする者」に当たり、同項２号の規定に基づき、自らの報酬
の支払の際にその報酬について所得税を徴収し、これを国に納付する義
務を負うと解するのが相当である。

３ 　破産管財人は、破産手続を適正かつ公平に遂行するために、破産者か
ら独立した地位を与えられて、法令上定められた職務の遂行に当たる者
であり、破産者が雇用していた労働者との間において、破産宣告前の雇
用関係に関し直接の債権債務関係に立つものではなく、破産債権である

上記雇用関係に基づく退職手当等の債権に対して配当をする場合も、こ
れを破産手続上の職務の遂行として行うのであるから、このような破産
管財人と上記労働者との間に、使用者と労働者との関係に準ずるような
特に密接な関係があるということはできない。

　 　また、破産管財人は、破産財団の管理処分権を破産者から承継する
が、破産宣告前の雇用関係に基づく退職手当等の支払に関し、その支払
の際に所得税の源泉徴収をすべき者としての地位を破産者から当然に承
継すると解すべき法令上の根拠は存しない。そうすると、破産管財人
は、上記退職手当等につき、所得税法199条にいう「支払をする者」に
含まれず、破産債権である上記退職手当等の債権に対する配当の際にそ
の退職手当等について所得税を徴収し、これを国に納付する義務を負う
ものではないと解するのが相当である。

２－２　��平成23年３月22日　最高裁第３小法廷判決
　（平成 21 年（受）第 747 号）

　給与等の支払者が給与等に係る強制執行を受けた場合でも、支払者はそ
れに係る源泉徴収義務を負うとした事例

（要旨）
　所得税法第28条第１項に規定する給与等（給与等）の支払をする者が、
その支払を命ずる判決に基づく強制執行によりその回収を受ける場合で
あっても、上記の者は、同法第 183 条第１項所定の源泉徴収義務を負うと
解するのが相当である。その理由は、次のとおりである。
　同項は、給与等の支払をする者は、その支払の際、その給与等について
所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月 10 日までに、これを国
に納付しなければならない旨を定めるところ、給与等の支払をする者が、
強制執行によりその回収を受ける場合であっても、それによって、上記の
者の給与等の支払債務は消滅するのであるから、それが給与等の支払に当
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たると解するのが相当であることに加え、同項は、給与等の支払が任意弁
済によるのか、強制執行によるのかによって何らの区別も設けていないこ
とからすれば、給与等の支払をする者は、上記の場合であっても、源泉徴
収義務を負うものというべきである。

２－３　平成４年２月18日　最高裁第３小法廷判決
　（平成２年（行ツ）第 155 号事件）

　所得税法 120 条 1 項 5 号にいう「源泉徴収をされた又はされるべき所得
税の額」の意義及び申告所得税額の計算に当たり源泉所得税の過不足の清
算を行うことの適否

（要旨）
１ 　所得税法 120 条１項５号にいう「源泉徴収をされた又はされるべき所

得税の額」とは、所得税法の源泉徴収の規定（第４編）に基づき正当に
徴収をされた又はされるべき所得税の額を意味するものであり、給与そ
の他の所得についてその支払者がした所得税の源泉徴収に誤りがある場
合に、その受給者が確定申告の手続きにおいて、支払者が誤つて徴収し
た金額を算出所得税額から控除し又は右誤徴収額の全部若しくは一部の
還付を受けることはできないものと解するのが相当である。

２ 　源泉所得税と申告所得税との各租税債務の間には同一性がなく、源泉
所得税の納税に関しては国と法律関係を有するのは支払者のみで、受給
者との間には直接の法律関係を生じないものとされていることからすれ
ば、所得税法の源泉徴収税額の控除の規定は、申告により納付すべき税
額の計算に当たり、算出所得税額から右源泉徴収の規定に基づき徴収す
べきものとされている所得税の額を控除することとし、これにより源泉
徴収制度との調整を図る趣旨のものと解されるのであり、右税額の計算
に当たり、源泉所得税の徴収・納付における過不足の清算を行うことは
所得税法の予定するところではない。のみならず、給与等の支払を受け

るに当たり誤つて源泉徴収された（給与等を不当に一部天引控除された）
受給者は、その不足分を即時かつ直接に支払者に請求して追加支払を受
ければ足りるのであるから、右のように解しても、受給者の権利救済上
支障は生じないものといわなければならない。

２－４　平成29年９月21日　名古屋地裁判決
　（平成 27 年（行ウ）第 448 号事件）

　返還した退職金に係る源泉所得税の還付請求権は、時効により消滅した
ということはできないとされた事例

（要旨）
１ 　Ａ株式会社は、その代表者であった甲に対し、退職慰労金を支給する

旨の株主総会決議が成立したとして、源泉徴収に係る所得税及び市県民
税を控除した金額を支払うとともに、本件源泉所得税を納付した。

　 　本件は、その後、合併によりＡ社の権利義務を承継した原告が、株主
総会決議が不存在であることを理由に、甲に退職慰労金の返還を請求し、
退職慰労金手取額の支払を受けたことから、本件源泉所得税は過誤納金
に当たると主張して、被告に対し、国税通則法 56 条１項に基づき、上
記源泉所得税及び還付加算金の支払を求めている事案である。

２ 　支払者が源泉徴収義務の発生する所得を支払い、源泉所得税を納付し
た後になって、その支払の原因が無効であったこと等を理由として、支
払者が上記所得に相当する金員の返還を受けたことにより、上記所得の
支払による経済的成果が失われる場合があり得るところ、このような場
合について、被告の主張するとおり、当初から租税法律関係が存在しな
かったものとして、源泉所得税の納付時にその還付請求権が発生すると
解したとしても、所得税法上の所得は専ら経済的面から把握すべきもの
であり、経済的にみて利得者がその利得を現実に支配管理し、自己のた
めに享受する限りその利得は所得を構成するのであるから、上記返還に
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よって所得の経済的成果が失われるまでは、源泉所得税の課税要件に欠
けるところはなく、上記源泉所得税についての還付請求権を行使するに
つき、法律上の障害があるというべきである。

３ 　本件退職慰労金は、所得税法 30 条１項所定の「退職手当等」に該当
するから、本件源泉所得税は、原告が甲から退職慰労金手取額の返還を
受けるまでは課税要件に欠けるところはなく、本件還付請求権を行使す
るについて、法律上の障害があったというべきである。したがって、本
件源泉所得税の納付日の翌日である平成 20 年６月４日をもって、国税
通則法 74 条所定の「その請求をすることができる日」であると認める
ことはできない。

４ 　本件還付請求権について、国税通則法 74 条所定の時効期間が経過し
たとは認められないから、本件還付請求権が時効により消滅したという
ことはできない。

５ 　名古屋中税務署長は、原告が甲から退職慰労金手取額全額の返還を受
け、甲の退職慰労金に係る所得の支払の経済的成果が失われた平成 27
年４月 14 日の時点において過誤納の事実を知り得たということができ
るから、同日をもって、税務署長がその過誤納の事実を確認した日と認
めるのが相当である。

Ｑ＆Ａ

【源泉徴収義務者の取扱い】

１－１　親会社の派遣役員の報酬を親会社に支払う場合の源泉徴収
問　当社の役員には、親会社から派遣された役員がおり、この役員報酬は
当社から親会社に直接支払うため、その役員個人の所得にはならないこ
とになっています。
　　このような個人の所得にならないことが明らかな場合でも、役員個人
の給与所得として所得税を源泉徴収しなければなりませんか。

答�　親会社からの派遣役員の報酬を子会社が親会社に直接支払うことに
なっている場合には、その報酬は親会社に帰属するものであり、所得税
の源泉徴収を行う必要はありません（基通183～193共－３）。

　 　親会社が現にその役員にその報酬を支払う際、源泉徴収をすれば足り
ます。

１－２　仮処分判決に基づく支払金に対する源泉徴収
問　懲戒解雇した従業員に対して、地位保全の仮処分判決があり、当社では
従前の給与の額の90％に相当する金額を毎月支払っていますが、この金
額については、給与所得として所得税を源泉徴収することになりますか。

答 　貴社が支払っている金銭は、従業員の地位保全の仮処分判決に基づく
ものですから、解雇した従業員であっても、引き続き従業員として勤務
していると仮定した場合の給与相当額であり、通常の給与と同様に所得
税を源泉徴収することになります。


